
情報通信審議会 情報通信技術分科会（第９０回）議事録 

１ 日時 平成２４年１１月２８日(水) １３時５８分～１４時４２分 

２ 場所 総務省８階１特別会議室 

３ 出席者（敬称略） 

（１）委員 

坂内正夫（分科会長）相澤彰子、相田仁、青木節子、伊東晋、近藤則子、鈴木陽一、

須藤修、廣崎膨太郎、前田香織（以上１０名） 

（２）専門委員 

安藤真（以上１名） 

（３）総務省 

（情報通信国際戦略局） 

田中技術政策課長 

（総合通信基盤局） 

吉良総合通信基盤局長、安藤電気通信事業部長、武井電波部長、安藤総務課長、 

杉野電気通信技術システム課長、飯倉電気通信技術システム課企画官、 

竹内電波政策課長、森基幹通信課長 

（事務局） 

松村情報通信国際戦略局情報通信政策課管理室長 

４ 議題 

答申事項 

（１）「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件について」の

うち「ネットワークのＩＰ化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」について

【平成１７年１０月３１日付け 情報通信技術分科会諮問第２０２０号】 

（２）「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件について」のうち「次世代

高速無線ＬＡＮの導入のための技術的条件」について【平成１４年９月３０日付け

情報通信技術分科会諮問第２００９号】 
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開  会 

 

○坂内分科会長  それでは時間になりましたので、情報通信審議会第９０回情報通信技

術分科会を開催させていただきます。 

 委員１５名中、１０名出席で定足数に達しております。なお、答申事項の説明のため

に安藤専門委員にご出席をいただいております。 

 今日の会議の様子はインターネットを通じて中継をしております。了承をよろしくお

願いいたします。 

 

議  題 

 

答申事項 

（１）「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件について」の

うち「ネットワークのＩＰ化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」について

【平成１７年１０月３１日付け 情報通信技術分科会諮問第２０２０号】 

 

○坂内分科会長  それでは、お手元の議事次第で議事を進めてまいります。２件、答申

事項でございます。 

 諮問第２０２０号「ネットワークのＩＰ化に対応した電気通信設備に係る技術的条件

について」のうち「ネットワークのＩＰ化に対応した安全・信頼性対策に関する事項」

について、ＩＰネットワーク設備委員会主査の相田委員からよろしくお願いいたします。 

○相田委員  ＩＰネットワーク委員会の主査を務めています相田でございます。 

 それでは、資料９０－１－１の報告書概要に基づいてご説明させていただきます。 

 １枚おめくりいただきまして、１ページ目に全体の概要ということで書かれておりま

すけれども、今回ＩＰネットワーク設備委員会では、東日本大震災の教訓を踏まえた事

業用電気通信設備規則の見直しや、最近のスマートフォンの普及を一因とした電気通信

事故の発生を踏まえて、２点検討いたしました。 

 １つ目が情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の見直しについて、２つ目がスマー

トフォン普及に伴う技術基準の見直しについてということでございますが、ここの関係
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は非常にわかりにくいので、お手元の資料の１１ページ目をご覧いただきたいんですけ

れども、情報通信ネットワークの安全・信頼性対策に関するいろんな取り決めというこ

とでは、この表にまとめられたような２段階になっております。まず１つが強制規格と

いうことで事業用電気通信設備規則に定められているものでございまして、これは電気

通信事業用の設備について、予備機器の設置、故障検出、異常ふくそう対策云々につい

て規定されているわけでございますけども、これが適用されるのは、電気通信回線設備

を保有している通信事業者だけで、ＮＴＴ東西の固定電話ですとか、いわゆる携帯電話

のサービスというようなものがこれに該当することになります。 

 それ以外のネットワーク等については、強制力のないガイドラインというものが告示

で定められておりまして、それが先ほど言葉に出てまいりました情報通信ネットワーク

安全・信頼性基準ということで強制力のないガイドラインのほうに基準という名前がつ

いているので、非常にわかりにくいのですけれども、こちらは強制力はございませんけ

れども、電気通信回線設備を持たない電気通信事業者、いわゆるインターネットプロバ

イダーとか、そういうＶＡＮ事業者というようなもの、それから自営情報通信ネットワ

ークというのは例えば電力会社とか鉄道会社、警察とか地方自治体などが持っているよ

うなネットワーク、それからユーザーのネットワークということで、企業ＬＡＮといっ

たものにも適用され、決められている範囲もより広いというものでございます。 

 それで、この②のガイドラインのほうは内容的には先ほど言いました事業用電気通信

設備規則の内容も含んでいるということでございまして、３ページにお戻りいただくの

がいいかと思いますけれども、事業用電気通信設備規則に関しましては、東日本大震災

の結果を受けまして、今年の７月１２日に改正、９月１日から施行されているというこ

とで、その改正等を受けてガイドラインのほうも見直すということを行ったということ

でございます。それからあわせて、その検討結果の過程で、強制基準のほう、事業用電

気通信設備規則についても、スマートフォンの普及に伴う通信事故の増加を踏まえて、

一部見直したほうがいいだろうということで、今回含めさせていただいたということで

ございます。 

 資料の４ページ目、５ページ目に検討を行いました体制の名簿、それから６ページ目、

７ページ目にその検討の経過ということでお示ししておりますので、これを参照いただ

ければと思います。 

 それでは先ほど２点挙げました１点目の安全・信頼性基準、ガイドラインのほうの改
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正ということでございますが、これにつきましては１２ページをご覧いただければと思

います。安全・信頼性基準でございますが、大きく２つの部分に分かれております。１

つが「設備等基準」ということで、電気通信に用いる設備がどのようなものであるべき

かということ、それからもう１つが「管理基準」ということで、そういうネットワーク

を設計する際のガイドラインですとか、運用する際のガイドラインというものになって

おります。この安全・信頼性基準は昭和６２年に制定されているところでございますけ

れども、その後電気通信設備に関するトラブル等が発生した場合やその他新しい対策の

必要が認識された場合に、順次見直しを行っておりまして、今回も、先ほど申し上げま

したように、強制規格が改正されたこと、それからスマートフォン等の増加に伴う事故

が頻発しているということで、見直しを検討させていただいたということでございます。 

 それは１４ページに書かれておりますけれども、今回、６つの観点から、改正の必要

はないかと検討いたしました。まず１番目が、繰り返しになりますけれども、事業用電

気通信設備規則が改正されたことに伴うもの、２番目につきましては、「大規模災害等緊

急事態における通信確保の在り方についての最終取りまとめ」というものがございまし

たけれども、そこに書かれた内容の多くは（１）の事業用電気通信設備規則の改正に反

映されておりますけれども、その中で、そういう強制規格に入れるまではないような提

言とか、その他利用者保護の観点から取り組むべき事項などにつきまして、あわせて今

回検討させていただいたということでございます。それから３番目が、先ほど申し上げ

ましたように、昨年来、スマートフォンを含む携帯電話に関する事故が多発したという

ことで、携帯電話通信障害対策連絡会が総務省において開催されているわけでございま

すけれども、その連絡会で、障害の発生を防止するためのベストプラクティスというの

を作成、共有しているということで、これが安全・信頼性基準に反映できるかどうか検

討を行った。それから、その他、他の法令で、電気通信事業者に要請されている事項で

すとか、情報セキュリティー対策とか、そういったものについても検討させていただい

たということでございます。 

 それで、次のページに、今回どういう見直しを行ったかというようなことで書かれて

いるところですけれども、なかなかこの表だけではわかりにくいので、実例でご紹介さ

せていただきたいと思いますけれども、ちょっと飛んでいただいて２０ページをご覧い

ただければと思います。これは東日本大震災を受けて、発電機等に用いる燃料の確保に

関して、確保に努めてくださいというものでございますけれども、実は、これは既に安
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全・信頼性基準には、真ん中の点線で囲っている枠の中でございますけれども、「自家用

発電機の設置又は移動電源設備の配備を行う場合には、その燃料について、十分な量の

備蓄又はその補給手段の確保を行うこと」というのが既に盛り込まれておりました。 

 ただその場合には、右側に事業、その他、自営、ユーザーと書いてありますが、先ほ

どの１１ページの分類でございますけれども、電気通信回線設備を持っている事業者、

それからその他の電気通信事業者、自営ネットワーク、ユーザーネットワークというこ

とで、いずれも「○」ということで、この凡例が右下の小さな点線で書いてあるところ

にありますけれども、「○：実施が望ましい」ということで書かれていたところでござい

ますけれども、先ほど申し上げました７月の事業用電気通信設備規則で確保に努めなけ

ればならないということが規則にきちんと盛り込まれたということでございますので、

少なくともこの電気通信回線設備を持っている事業者、一番左の指針については、「○」

よりもう少し厳しいレベルに持ち上げるほうが適当であろうということで、◎に＊印と

いうことで、「技術的な難易度等を考慮して段階的に実施すべきである」という、もう少

しきつい基準にしたということでございます。あと、燃料だけではなくて、発電用の冷

却用水も確保をする必要があるというようなことでもって、従来「燃料」となっていた

のを「燃料等」とするほうが適当であるということを検討させていただいたということ

でございます。 

 ということで、１５ページにお戻りいただきたいと思いますけれども、安全・信頼性

基準の各項目につきまして、○が書かれている項目が追加、それから△が書かれている

項目が従来からある規定の一部修正、それから矢印が書かれている項目が少し場所を移

行する、それから×と書かれている項目は削除ということで、以下１９ページまでが今

回このような改正を行ったほうがいいだろうということで検討したところでございます。

具体的な個々の内容につきましては、資料９０－１－２の別添に書かれておりますので、

詳細につきましてはご覧いただければと思います。ここでは説明を省略させていただき

ます。 

 続きまして、もう一方のスマートフォンの普及に伴う強制規格、技術基準のほうの見

直しでございますけれども、これにつきましては、３３ページをご覧いただければと思

います。これは、最近発生した電気通信事業者全体の重大事故の件数を示したわけでご

ざいますけれども、最近携帯電話に関する事故が非常に多く、かつ平成２３年度の場合

１７件の重大事故のうち、スマートフォンの利用者のみに影響があった事故が４件、ス
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マートフォン以外の携帯電話利用者にも影響があった事故が６件ということで、スマー

トフォン関係の事故が非常に増加しているということを示しています。 

 それで、次の３４ページでございますけれども、スマートフォンにかかわる事故を分

析した結果が表のようになっています。「冗長機能の不具合に関する事故」が最も多くて、

さらに詳細に分類しますと予備機器等への切替えが行われたにもかかわらず、認証関係

の設備でふくそうが発生した事故ですとか、その切替え時等にバーストトラフィックと

申しますけども、トラフィックが集中することによる対処が十分ではなかったというも

のがよく見受けられるということでございます。 

 それから「設備の設計・設定・配備に誤りが存在した事故」というものが見受けられ、

スマートフォンに搭載されたさまざまなアプリケーションが送信する制御信号が事業者

の想定を大幅に超えたことが事故につながっていることが見てとれるということでござ

います。 

 次のページに参りまして、それらを踏まえまして、バーストトラフィック対策と、制

御信号対策という２点につきまして、技術基準を見直すのが適当ではないかということ

で、報告させていただきました。バーストトラフィック対策といたしましては、１つに

は、位置情報等の取得のための手順の見直し、一斉再接続の抑制といった、バーストト

ラフィックの発生を防止または制御する措置とか、バーストトラフィックの発生を考慮

し、十分に余裕を持った処理能力の確保を挙げさせていただいております。 

 また、制御信号対策としては、制御信号抑制技術の採用、負荷の分散等といった制御

信号の増加による処理を低減させるための措置や、こちらにつきましても制御信号の増

加を考慮し、十分に余裕を持った処理能力の確保といったようなことを挙げさせていた

だいております。これらの対策を講じるような技術基準の見直しを行うべきであるとい

うことで提言させていただいております。 

 以上で説明を終わらせていただきます。 

○坂内分科会長  ありがとうございました。 

 何か、ご意見、ご質問等ございますか。 

○近藤委員  はい。 

○坂内分科会長  どうぞ。 

○近藤委員  技術的なことではないかもしれませんけれども、勝手にスマートフォンが、

アプリケーションの一部が通信することでどんどんトラフィックがあふれてしまうこと
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が、もしもアプリを開発する事業者の人たちへの、何か支援なり指導ということで解決

すれば、そんなにたくさん設備に投資しなくても済むのかなという疑問を感じました。

ちょっとずれていたら申しわけありません。以上です。 

○相田委員  先ほど申し上げました制御信号抑制技術の採用という中には、そういうア

プリケーション開発者に、通信事業者の用意する標準的な手順を使って情報をやりとり

してくださいというお願いをするようなことも含まれておりますけれども、これは必ず

しも全てのアプリケーション開発者がそれに従っていただけるとも限りませんので、や

はり十分な処理能力の確保と両方組み合わせてということが必要かと思います。 

○坂内分科会長  ほかに何か。どうぞ。 

○廣崎委員  状況をちょっと教えていただきたいと思ったんですが、スマートフォンの

急増で、思わぬ制御信号の多発であるとか、あるいはバーストトラフィックそのものが

容量を超えるとか、いろんなことが起こっているわけなんですが、この対策を、ネット

ワーク側にしわ寄せをすると、ある意味ではトータルのビジネスモデルといいますか、

経済モデルがなかなかうまく回らない可能性がありますよね。したがってアプリ側、端

末側で守るべきことと、それからインフラ側でやるべきことをうまくバランスをとった

ような、いわば標準化技術の検討がむしろ非常に重要だと思うんですけど、いかがでし

ょうか。 

○相田委員  大変重要なご指摘だと思いますけれども、ただいまも申し上げましたよう

に、アプリの開発者に対してはそういう制御信号等を減らすようないろんなことをお願

いしているところですけれども、ある意味一番真ん中のというんでしょうか、端末その

ものというところで、必ずしも今、非常によく売れている端末が日本製というわけでも

ないということで、スマートフォンの時代になって端末に対する強制規格というんでし

ょうか、信号はこういうタイミングにしか出してはいけないというようなことでなかな

か端末メーカーを縛るのが難しい状況である面もございますので、もちろんアプリの開

発者にはご協力をお願いする、それからインフラのほうの増強も行うということで、そ

こら辺のバランスが確かに大変重要になっていくかなと思います。何か事務局のほうか

ら補足いただけますでしょうか。 

○杉野システム課長  資料の９０－１－１の２７ページをごらんいただければと思いま

すが、こちらは先ほど主査の相田先生からご説明いただいたガイドラインの中身なんで

すけれども、今ご質問いただいたことの関連で、例えばアプリを提供される企業のアプ
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リ設計に当たっても、今ご指摘のあったような問題を勘案しながらつくっていただくよ

うに協力要請をさせていただくということで、これはガイドラインの中にも書かせてい

ただくことをやっております。ご指摘のとおり、また相田先生にご説明いただきました

とおり、ネットワーク側、端末側両方で可能な限り手当てをしていただけるようにとい

うことで、ガイドラインの中でも整備をしつつ、強制規格のほうでも必要なものについ

ては規定の整備を進めるということで考えたいと思っております。 

○坂内分科会長  よろしいですか。ほかに何かご意見ございますか。 

 それでは、本件はお手元の答申案のとおりに答申をしたいと思いますけれども、よろ

しいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂内分科会長  それでは、案のとおり答申をすることとさせていただきます。 

 

（２）「小電力の無線システムの高度化に必要な技術的条件について」のうち「次世代

高速無線ＬＡＮの導入のための技術的条件」について【平成１４年９月３０日付け

 情報通信技術分科会諮問第２００９号】 

 

○坂内分科会長  それでは続きまして、諮問第２００９号「小電力の無線システムの高

度化に必要な技術的条件について」のうち「次世代高速無線ＬＡＮの導入のための技術

的条件」について、移動通信システム委員会主査の安藤専門委員からご説明よろしくお

願いいたします。 

○安藤専門委員  はい。安藤のほうからご説明申し上げます。資料９０－２－２が報告

書です。これを説明した概要が資料９０－２－１で、答申書案が資料９０－２－３にな

っています。資料９０－２－１を用いて説明させていただきます。対象は、５ＧＨｚ帯

の無線ＬＡＮの高速化ということです。非常に速い１Ｇｂｐｓ程度の伝送速度を実現す

るものを導入しようという議論であります。 

 資料の１ページ目をご覧ください。無線ＬＡＮのこれまでの技術的条件の審議の状況

を記載しています。日本におきましても、無線ＬＡＮの国際的な標準化動向に合わせて、

技術的条件の検討を実施してきています。具体的には、８０２.１１ａの規格、これは伝

送速度５４Ｍｂｐｓに対応した技術的な条件を議論したものですけども、平成１０年か

ら１１年、それから１５年から１６年に周波数帯も拡大して、検討をしています。 
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 その次に、８０２.１１ｎの規格ということで、これは実効の伝送速度が３００Ｍｂｐ

ｓということで、ＭＩＭＯ技術等も使って高速化した技術条件を検討しています。平成

１８年に制度化しています。今回検討したその次の高速無線ＬＡＮの技術的条件という

のは、８０２.１１ａｃの規格に準拠したものになっています。 

 次のページをご覧ください。次世代の高速無線ＬＡＮの具体的な目標ですけれども、

光ファイバー並みの１Ｇｂｐｓの伝送速度を目標としています。この目標を達成するた

めには、チャネルの広帯域化というのは２つを１つに束ねるということですけれども、

そういう技術と、ＭＩＭＯ技術をもう少し使い込むということで、空間の多重伝送度を

上げるという２つが柱になっています。これに加えて、多値の変調という非常に高等な

技術も使って、この高速化を達成しようというものです。 

 国際的な標準化の動向についてですけれども、最終的な８０２.１１ａｃの規格が制

定・発効されるのは、２０１４年２月の予定になっています。これに先駆けて議論をし

ているわけですけれども、電波法に関連する技術的な部分の議論は終了しております。

早期の実用化に向けて、早くこの技術的条件を検討してきたという経緯があります。 

 ３ページ目をご覧ください。次世代の高速無線ＬＡＮの利用のシーンを書いています。

主として家庭内での各種マルチメディア端末へのコンテンツの高速通信に利用するとい

うことでこの絵が描いていますけれども、今までの無線ＬＡＮというのは、つながって

いれば結構安心感があるというような形のものですけれども、今度は本当に速く、しか

も家中隅々までつながることになります。高速化すれば、当然伝送距離は少し短くなり

ます。この絵を見ましたときには、どちらかというと有線を引っ張っているものを無線

でやるというような置きかえにつながるような絵が描かれています。これが利用シーン

の説明になっています。 

 ４ページ目をご覧下さい。具体的な技術条件について記載しています。現在の４０Ｍ

Ｈｚのチャネル幅を、８０ＭＨｚ、それから１６０ＭＨｚに拡大して束ねていくわけで

すけども、それに加えて、送受信のアンテナを最大８本としたＭＩＭＯ技術というもの

を導入します。これは規格８０２．１１ｎのほうにも入っていましたけれども、具体的

に言いますと、空間多重の数を２倍にしています。それから変調方式を６４ＱＡＭとい

う多値変調から２５６ＱＡＭに変調度合いを上げます。簡単に言いますと、速度は上が

るけれどもアナログに少し近づく形で雑音には弱くなるんですけれども、そういうこと

を全部合わせますと、理論的には６.９Ｇｂｐｓ、実際にはそこを全てが達成できるわけ
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ではなくて、実効的な伝送速度としては１Ｇｂｐｓの実現を想定しています。今３００

Ｍｂｐｓだとしますと、３倍強の速度になります。 

 ５ページ目、６ページ目をご覧下さい。６ページ目が具体的にここで議論した周波数

の配置になりますけれども、５ページ目のほうから見ますと、主な検討結果がここに列

挙してあります。今後の課題も記載しています。導入の周波数帯とチャネル配置につい

て、６ページに書いてありますとおりですけれども、点線で囲まれた図のところが今回

提案しているチャネル配置となっています。これで言いますと、一番低い黒い台形が１

６０ＭＨｚに対応するものです。それから、白い台形のものが８０ＭＨｚに対応するも

のです。従来のものが、薄い灰色と濃い灰色で４０ＭＨｚ、２０ＭＨｚというものです

から、こういうふうに束ねていくことを提案しています。４０ＭＨｚ隣接した台形を２

つ合わせて、８０ＭＨｚ白い台形になっているわけです。それから、これはいろんな組

み合わせがありますけれども、８０ＭＨｚのものを２つ組み合わせれば１６０ＭＨｚに

なるというチャネルの配置になっています。 

 関連して、不要発射の規定、ほかのシステムとの干渉等の規定というものも、ＩＥＥ

Ｅ８０２.１１ａｃの規定を参考に、規定しています。１１ｎに比べて、少しマスクがゆ

るくなっているということもあって、そこも含めて決めていますけども、ほぼその規定

のとおり今回それを認めているものになっています。 

 ＭＩＭＯの測定法というのは、アンテナの本数が多いですので、電力をどのように規

定するかということがあるんですけれども、本数分その出力を足すような、総和として

測るということにしています。 

 今後の検討課題ですけれども、違う周波数についての議論も少し進んでいるようです

けれども、引き続き国際的動向を見ながら、また利用ニーズや技術の高速化に迅速に対

応できるように必要に応じて技術条件を見直す必要があります。また、無線ＬＡＮが周

波数を共有している気象レーダー等の高度化が進んでいますので、それに対応して、Ｄ

ＦＳ（Dynamic Frequency Selection）というんですけど、使用しようとする周波数がぶ

つかったときに違うチャネルを探して逃げるような機能ですけれども、そういうものの

動作状況を確認して、できるだけ無線ＬＡＮの装置を簡単で安いものにするような努力

はこれからもする必要があるという形にしています。 

 ７ページ目に、具体的なこれらの技術条件を列挙してあります。アンダーラインを引

いた部分が追加した技術条件になっています。この表でいいますと、左側が議論の対象
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で、右側のほうはこれ以外の無線ＬＡＮの緒元も書いてあるわけですけれども、例えば

上でいいますと、周波数が３つに分かれていますのは、先ほど６ページにありましたよ

うに、干渉するといけないという、周波数がかぶっているいろんなサービスの違いによ

って線が３本引き分けてあります。それぞれが屋内限定とか、屋内外という使い方が指

定されていますけれども、今回追加したものは、２０、４０というものに８０、１６０

という部分が追加になっています。束ねて使うときには、送電力が一定という形になり

ますので、４倍束ねた場合には１つは４分の１しか電力が出せないという形になって、

総電力が一定のような形になっています。そのため、やはり遠くにはなかなか飛ばない

形になります。そのほか、キャリアセンスですとか、ＤＦＳ、ＴＰＣ（Transmitter Po

wer Control）、それから接続形態等はそこに書いてあるとおりです。 

 これらが技術的条件の概要であります。８ページ目に、参考として５ＧＨｚ帯の無線

ＬＡＮの出荷台数の資料がついておりますけれども、２ＧＨｚ帯のシステムは確か１億

２,０００万という数が出ていますけども、やはりそれに比べるとまだ少ない状況です。

ただし、このグラフでわかりますように、携帯電話に最近５ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮがス

マホに搭載されるようになってきたのが背景だと思いますけど、非常に増えています。

ものによっては、２ＧＨｚ帯の無線ＬＡＮはあまり速度が上がらないということを知っ

ている人は、むしろ５ＧＨｚ帯のほうを使う傾向になり、これから多くの方に利用され

るのではないかということを期待しています。 

 報告書の概要の説明は以上です。今回この議論をするに当たって、移動通信システム

委員会だけではなくて、前にご質問もありましたけれども、携帯電話等高度化委員会に

も情報提供し、お互いに連携を図って検討を進めてきました。それから報告書の案につ

いて、１０月１０日から１１月１２日まで１カ月間パブリックコメントを行いました。

１件意見の提出がありましたけれども、本案件とは直接関係のないものであったので、

報告書には結果として手は加えないで、今日ご報告するものです。以上です。 

○坂内分科会長  ありがとうございました。 

 何かご意見、ご質問ございますか。 

○近藤委員  はい。 

○坂内分科会長  どうぞ。 

○近藤委員  シニアや女性の市民パソコン教室は公民館等でモバイルインターネットを

使って実施されることが多くて、きのうも松本でやってみたんですけど、ぷちぷち切れ
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たり、まだまだ画像通信は難しいのが現実でした。ですから、一日も早くこういうもの

が普及して、できたら公民館等にせめてここまででも引いていただいて、そこから先は

市民が使うというような、全部公共施設で管理しなくてもいいので、ぜひこういう設備

を持っていただけたらと願っています。よろしくお願いします。 

○安藤専門委員  わかりました。ストリーミングというのは、やはりなかなか難しいと

ころがあるようです。ファイルを高速に送るというだけではなくて、切れないようにと

いう技術はまた少し別のものがあるので、そこも技術課題かと思います。 

○近藤委員  ありがとうございます。 

○坂内分科会長  ほかに何かございますか。どうぞ。 

○前田委員  今回の技術的条件そのものには別に問題がないと思うんですけれども、先

ほどご説明いただいたように、やはり飛ぶ距離が少し短くなるということは、アクセス

ポイントが今まで以上に増える可能性があるのかなと思います。既に今も無線ＬＡＮの

アクセスポイントはかなり乱立していて、それ同士がお互いに干渉したりとかいう問題

が起きているんですけど、数がさらに多くなって、途中乗り入れのときもあったりする

と、結構むちゃくちゃな感じになるのかなと思ったりして心配な気はするんですけれど

も、そのような普及に関しては範囲外かもしれませんけれど、何か議論がありましたら

教えてください。 

○安藤専門委員  その点は、直接議論があったわけではないですけど、そこがまさに無

線の本質的な欠点ですね。遠く飛ぶということは、１人の人が使うとそこの周りの人は

ほかに使えないという意味で、システムの全体の容量はむしろ飛ばないことがメリット

になる。高周波にどんどん行く、例えばミリ波とかは、むしろ短くすればレーザーポイ

ンターでやれば１００人でもこの部屋で使えますよという特徴があるものですから、今

回は一応速度を上げるということで、電力を下げて、しかも雑音に少し弱い格好になり

ます。変調多値数も上げますので、そういうことと相まって、少し距離が短くなるとい

うことなんですけども、今の議論は非常に重要な本質的な議論で、携帯電話でも同じな

んですけど、高い周波数に行けば必ず基地局は多くしなくてはいけないし、基地局を多

くするから、１局当たり大体決まっていますので、多くの人が使えるという、無線の固

有の欠点もそこに含めています。ただ、それをできるだけＭＩＭＯとか何かで解きほぐ

して使おうという努力はしているんですけども、限界が少しあるということです。 

○前田委員  ありがとうございます。 
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○坂内分科会長  ほかに何かございますか。どうぞ。 

○相田委員  主査にお伺いすることでもないかもしれないんですけども、やっぱり国際

的な互換性とか、そこら辺がどうなっているのかなというので、今回基本的に今までと

特に変わるものではないわけですけれども、無線ＬＡＮの周波数とかは国によってそれ

ぞれいろいろあって、現状でも日本で使うものは日本で、ちゃんと技術適合申請をとい

うことで、つくると。先ほどもおっしゃっていたスマホとかにどんどん無線ＬＡＮのイ

ンターフェースが入っている。でもスマホはもう国をまたいでどんどん持ち歩かれると

いうときに、外国のユーザーが日本に来てスマホが通信するときに、それを日本でちゃ

んと技適をとっていないと電波をとめろというのか、どうするのか、そこら辺はどう考

えるべきなんでしょう。 

○安藤専門委員  まさに私は答えられるあれではないんですけど、やはりそういう意味

では、きちんと共通バンドになっているところは先に皆さんも寄ってたかって使う状況

になると思います。ですから、海外に持っていっても同じ周波数で使えるように、そう

いう意味では２ＧＨｚ帯は結構使われて、そのかわり今はもうなかなか速度が上がらな

い状況です。 

 ５ＧＨＺ帯についてもそういう意味では、どこに行っても同じ状況で使える端末を最

大限つくるような努力は必要だと思います。ただ、いつでも議論するときに、その周り

の干渉とか何かというのが国固有のあれがあるものですから、この国はここではこれを

使っているというのを考えて、踏まえてやりますと、少しは差が出てきます。いろんな

レーダーも全く同じなんですけども、そういう状況は自動車レーダーとか、そういうと

ころの共通のバンドは非常に重要だということで、ただこれは国際的な場でも多分議論

されているんじゃないかと思います。事務局のほうで、私の今の説明で不足していると

ころを補足していただければありがたいですけども。 

○森基幹通信課長  事務局でございますが、基本的には先生がおっしゃっていただいた

とおりでございますけれども、お手元の資料９０－２－２の報告書本体案の１０ページ

以下をごらんいただければと思います。ここに国内外の周波数利用状況ということで、

国際的な、米国における例あるいはヨーロッパにおける例というのを議論に挙げさせて

いただいておりまして、今回の議論のきっかけというのは、ＩＥＥＥにおける議論を踏

襲しているものでございまして、相田先生ご指摘のとおり、一応といいますか、国際的

な動向に合わせる形で、国内的な対応が遅れをとらないようにということでやっている
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とご理解いただければと思います。 

○坂内分科会長  よろしいですか。ほかに何か。 

○須藤委員  すみません。 

○坂内分科会長  どうぞ。 

○須藤委員  この報告と若干ずれるかもしれませんけれども、もちろんこの報告の趣旨

は非常に意義のあるものと思いますが、ネットワークのあり方全般で考えてみますと、

先週、ＮＩＣＴの方々と新世代ネットワークのアセスメントワーキングの会合を開いた

んですけども、スマートＴＶの普及でかなりパケット量といいますか、大規模なデータ

の転送が始まりますと、やはり当面、もちろんこういう整備は必要ですけども、キャッ

シュをかなり有効に使って、サーバーにキャッシュで貯めておいて片方だけ通信させる。

そうするとエンドツーエンドになりませんよね。そうするとトラフィックがある程度緩

和できるのではないでしょうか。 

○安藤専門委員  ネットワークの負荷を下げるためにですか。 

○須藤委員  もちろんこれはこれで重要なんですけど、総合的にそういうことも構想す

べきではないかと。例えばグーグルなんかはもうキャッシュで処理をかなりしています

し、新世代ネットワークなんかが登場する前はやはりそういうことも必要ではないかな

という議論はしたところです。 

 それから、自治体の方々とマイナンバー制で普及したとき、これはＶＰＮが動くんで

すけども、無線波ではないですけども、そのときもおそらく１,４５０の自治体がアクセ

スしようとしてトラフィックをがんがんかけてきますから、特に税務とかいろんな処理

が大量に発生する年度末とか、いろいろなときがありますよね。年末処理のときとか、

年金もそうですけども。やはりキャッシュを使わないとうまくいかないのではないか。

負荷分散もシステムをしなくてはいけないですけど、キャッシュをうまく使ったほうが

いいという、複数の会議でそういうものが出たものですから、そういう環境整備とあわ

せてこの整備もやるみたいな検討はできないものだろうかということで、ご意見をお聞

きしたい。 

○安藤専門委員  私の身に余る非常に本質的なご意見です。でもそれは全くそのとおり

です。今回お話ししたのは、少なくともほんとうの無線区間で、それをあたかも線を引

いてあるかのように使いこなしたいという、これは周波数は有限ですから、間違いなく

やるべきことだと思ってやるんですね。 
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 ただ、今、学生なんかを見ていても、例えばですけどクラウド、クラウドといいます

と、こんな学位論文でも１ページ直すとすぐネットワークに一応上げておいて、バック

アップをとるよりそのほうがいいと。それで、クラウドというのはネットワークの無限

に強いものだとしてやっていますので、その方向でどんどん行くと必ずパンクするとい

う気持ちはあります。ただ今回の議論は、やはり物理的な経路としてワイヤードとワイ

ヤレスとの差をできるだけ小さくしたいというところに特化した議論しか残念ながらで

きていません。ただ、最終的にそうなったときに、使いやすいのでみんなネットワーク

に上げるということになると指数関数ではきかないんだと思うので、エチケットではな

いですけども、そういう仕組みは必要だと思います。 

○坂内分科会長  よろしいですか。ほかに何か。 

 それでは、ほかにご意見がないようですので、本件、お手元の答申案のように答申を

したいと思いますが、よろしいでしょうか。 

（「異議なし」の声あり） 

○坂内分科会長  それでは、案のとおり答申をさせていただきます。どうもありがとう

ございました。 

 それでは、ただいまの答申に対して、総務省から今後の行政上の対応についてのご説

明があるということです。よろしくお願いいたします。 

○吉良総合通信基盤局長  本日はネットワークのＩＰ化に対応した安全・信頼性対策に

関する事項と、それから次世代高速無線ＬＡＮの導入のための技術的条件についてご審

議、答申をいただきましてありがとうございました。特に取りまとめにご尽力いただい

たＩＰネットワーク設備委員会の相田主査、それから移動通信システム委員会の安藤主

査をはじめ、関係の各委員の皆様方には熱心なご審議をいただきましてありがとうござ

いました。改めて感謝申し上げます。 

 １点目の、ネットワークのＩＰ化に対応した安全・信頼性対策に関する事項は、電気

通信設備の耐災害性の強化の観点から、情報通信ネットワーク安全・信頼性基準の見直

し、またスマートフォン時代にふさわしい技術基準についてご審議をいただいたもので

ございます。災害に強い通信インフラ構築に資するとともに、スマートフォンに関する

通信障害の抑制につながるものと認識しております。 

 それから２点目の、次世代高速無線ＬＡＮの導入のための技術的条件は、光ファイバ

ーと遜色のない１ギガビットの実効伝送速度が実現できる無線ＬＡＮの技術基準につい
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てご審議いただいたものでございますが、本技術を導入することにより、今後５ギガヘ

ルツ帯無線ＬＡＮの利用が促進するものと思っております。私ども総務省といたしまし

ては、本日の答申を受けまして、関係省令の改正等の必要な手続に速やかに着手してま

いりたいと思っております。今後とも情報通信行政に対しまして、ご指導、ご鞭撻をよ

ろしく願いいたしたいと思います。本日はありがとうございました。 

○坂内分科会長  どうもありがとうございました。何かございますか。 

○近藤委員  はい、先生。 

○坂内分科会長  どうぞ。 

○近藤委員  先週、シドニーに行きまして、シニアネットのシドニーの全国大会で、ブ

ロードバンドの普及は日本が世界一と大きな大会で言って、２番目は韓国とオーストラ

リア政府の人がおっしゃっていました。おめでとうございます。 

○坂内分科会長  ほかに何かございますか。 

 事務局から何か。よろしいですか。 

○松村管理室長  はい。 

 

閉  会 

 

○坂内分科会長  それでは、今日の会議を終わらせていただきます。 

 次回は既にご連絡申し上げているとおり、１２月１４日、１５時から開催を予定して

おりますので、よろしくお願いいたします。 

 それではどうもありがとうございました。 

 

 


